
 京都市勧業館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。       

  令和４年５月３１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市勧業館条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市勧業館条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第６条第２号中「２分の１」を「１０分の３」に改め，同号を同条第３号とし，同条第

１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 ２分の１に相

当する額 

第６条に次の２号を加える。 

⑷ 利用日の３箇月前までに利用を取りやめる旨の申出があり，市長が相当の理由があ

ると認める場合 ２分の１に相当する額 

⑸ 利用日の６箇月前までに利用を取りやめる旨の申出があり，市長が相当の理由があ

ると認める場合 ５分の４に相当する額 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和４年６月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市勧業館条例施行規則第６条の規定は，この規則の施行

の日以後の申請に係る利用料金の還付について適用し，同日前の申請に係る利用料金の

還付については，なお従前の例による。 

（産業観光局クリエイティブ産業振興室） 
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